
(要旨）

〈倫理法3条､倫理規程1条）

●国民全体の奉仕者であることを自覚し､国民に差別的
取扱いをせず､常に公正な職務の執行に当たる

e常に公私の別を明らかにし､職務や地位を私的利益の
ために用いない

③権限の行使に当たっては､国民の疑惑や不信を招くよ
うな行為をしない

⑧職務の執行に当たっては､公共の利益の増進を目指し、
全力を挙げて取り組む

⑧勤務時間外でも､常に公務の信用を念頭に置いて行動
する 2

、

菫 麹行動のルール
(轤離者とIま］
●特定の事務の相手方となる事業者等又は個人

陰拳壽とIま｝
嬢法人その他の団体､事業を行う個人(その事業
のための行為を行う場合）

※利害関係者が民間企業などである場合､その企業の
利益のために接触していると見られる役員､従業員な
どは利害関係者とみなされる

3

利害関係嵩とは

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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蕊 利害関係者の種類
寺､郷

以下の事務の相手方

①許認可等

②補助金等の交付

③立入検査､監査又は監察

④不利益処分

⑤行政指導

⑥事業の発達､改善及び調整に関する事務

⑦契約

⑧予算､級別定数､定員の査定
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⑪課税担当職員(税法上の質問検査権限）

－調査先の納税者

③徴収担当職員(滞納処分権限）

＝滞納者

⑧酒税担当職員(酒類販売等の免許の許認可権限）

＝酒類販売業者

⑧総務課職員(税理士の指導･監督権限）

＝税理士

紗税務署長(所管する公益法人の指導･監督権限）

＝関係民間団体の役員等
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雪閨侶

睡雪雲二惣亜妥墜子動産の賭
鱗弓）

精婚披露呈を行う際配偶者や親との関係

こ基つき出席した利害関停者から通常の

社交儀礼の範囲内の祝儀を受け取ること

硯の葬儀の際亡くもった親との閨停に基．

、て利害関係者が持参した通常の社交儲
ﾈlの諒闇内の呑曲存署け取ること
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”酒食等、

席した董

柄．雲ナ『 茎物の穂

Iの 0隼

利害関係者の負担によらない飲食

自分で登用を負担するかも利害関係者以外の
第三者が費用を負担して､利害関係者と共に
飲食することが可能

尋
自分の飲食に要する費用が1万円を超える
場合は倫理監督官への届出が必要

（倫理規程8条）

轡金銭の貸付けを受けてはならない
（倫理規程3条1項2号）

、"鑿嘗垂織騨震驍謹

轡簔辮品又は不動産の貸付けを受けては
（倫理規程3条1項3号）

③．熟劉議灘職罵二、
（文房具など)を使用すること

』

9
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一

、無償でｻｰピｽの提供を受けて'まならない
（倫理規程3条1項4号）

●・麓霊蕊駕灘競罵
る範囲でその利害関係者から提供される

自動車を利用すること

、未公開株式を醸り受けてはならない
（倫理規程3条1項5号）

蕊＠篶競鰄章ゴﾙﾌや
（倫理規程3条1項7,8号）

利害関係者に昌
雪閨僅宕歩の間

雪煙

（ 判断のポｲﾝﾄ〕
③職務上の利害関係の状況

e私的な関係の経緯及び現在の状況

⑳行おうとする行為の態様 12
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呼驚謡

轡讓駕襄
向LI)*I.TI1

理規程3条1曜
含逗銅程目委1瓦

Z“b可LL害】二fエモUJ罐おmJ

貴付金、団体保険の継続カ
ー

詞． 、閏国税庁内規で規制される相手方■ 。

③国税職員は､質問検査権等の強力な権限を有してい
るため､倫理法等で規制される利害関係者に加え､潜
在的な利害関係者についても､国税庁内規で規制

5
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哩金錘又は物品の贈与(中元･蔵讐を富む）

鐘風宣伝用物品．広く一般の配布する物品の贈
■祝儀･香典(通常一般の社交程度の範囲広

趣無償による役務提供

錘自分の費用を負担させて行う飲食･ゴﾙﾌ･旅f
＠国職務として出席した会謡の場の簡素な飲食
医守食パーティーにおけ為飲倉

や

甥 執筆等の実施についてあらかじめ承認が
必要な場合iも鑑

職務に関する事項につい定公務外で執筆等籾i
－ﾆ ｰ ． ; ； 』 .菅｡ ． : * ｡ : _ ･‘ ， .‘･胃･炉ﾆｰ‘ ↑; ! _｡ ･･. : ｡ 弓 : ｡ ・鯉患･誉･号:.掌 ･ ･ . . ． ？ ･Z4- 葛 ． ； : ;二. -?- 『 :; . -. 』 ･ , ･ ． :-霊? ‘ .｡..

i鴦猿蕊育懲蕊説照毒篝澪騨師梁勲蕊
する場合にはぎあらかじめ承認が必要型’:; :蜜＃
詔""i"ﾙ報職溌職認礪規儒鹸iﾐ動羅；＃

※1執筆等

一出版物､定期刊行物､テレビ･ラジオ番組等に

おける著述､監悠､編さん又は出演

※2脱明会等

一税に関する購演､討論､購習若しくは研修に

おける指導若しくは知職の教授
17
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刀置

特定の喜範

国の調助金や経費で作成される書霜等

・ 自分が属する省グループ内の樋関のいずれかが補勵
金等を支出している墹合

・国の機関のいずれかが補助金等を支出している場合
国が過半数を買い入れる書籍等

・ 自分が属する省グループ内の擬関が､単独か合計で
作成数の過半数穿冒い入れる蝿合

露驚報告のﾙｰﾙ

一
錦
一
》

》 贈与等報告

本省課長補佐級以
、、

上(税務職5級以上等)の職
員は､事業者等から一件5千円を超える贈与等
を受けたときは､各省各庁の長等に贈与等報告
書を提出しなければならない

１
１
〆

●事菜者等から受けた贈与､飲食の提供など

●利害関係者に該当する事業者等から受けた舗演等の報酬

●利害関係者に該当しない事業者等から受けた蔚演等の報酬
のうち､職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関す
るもの

詞

⑧報告の手続の流れ

同
閲覧碕求
一一

2万円を超える
闘与等穏告書

圓
写しの送付

･oocooDC・・・・･伊

蕊
Z1

鍵
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澱違反行為に対する処分
望琴

碕理選文ほ備理窺程I鐘反雌塙沓は懲歳処分の箭象

●倫理法等の違反があった場合

曝露調
（載図尋による鰹迩〕

震蕊識
(溌瀧獺磯）

篝
鐸
糞
誇

■
貝
が
酋
理
医
等
に
遠
反

／
、
一
脚

火事院規則翠窒1倫理法文ほ同法Iご基づく命令I皇剰１
１
１
１

戒処分の基準）違反じた場合の懲 ゾー、

(例）●利害関係者から金品の贈与を受けた場合
…免職､停職､減給又は戒告

⑧利害関係者から供応接待を受けた場合

…減給又は戒告

④利害関係者に該当しない事業者等につけ回
しをした場合 …減給又は戒告

③職員の職務に関する行為の対価として供応

接待等を受けた場合…免職又は停職羽

護罠の ム。
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